
山本委員 

1 

生駒市教育大綱アクションプランに係る事業提案  委員意見  

 

基本方針番号  １  方針枝番号  ②   

事業名  こども園（幼保再編）推進事業  

事業内容  
市内一部地域ではこども園が設置されているが、生駒市全体の幼

保再編の検討を行い、計画的にこども園化を推進し、すべてのこ

どもたちの修学前教育の充実を図る。  

 

基本方針番号  １  方針枝番号  ①    

事業名  イクメンサロン設置事業  

事業内容  
平成１ ９ 年６ 月に学校教育法が改正され、新たに幼稚園の役割と

して子育て支援が位置づけられた。その一環として子育て世代の

とりわけ父親が気楽に情報交換や話し合いのできる場を提供する

。具体には幼稚園、保育所、こども園を会場とし、月１ 回程度、

子育てについての悩みや疑問についての気楽な話し合いの機会を

設ける。その際、園長等がファシリテーターをつとめる。  

 

基本方針番号  ２  方針枝番号  ①    

事業名  小中一貫教育・義務教育学校設置検討事業  

事業内容  
生駒北小中学校の設置が進められているが、市内他地域における

小中一貫教育の必要性を検討する。  

特に、小規模化等への対応としてではなく、六三制から四三二制

への移行の意義等について検討を行う。  

 

資料３  
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基本方針番号  ２  方針枝番号  ①  ④   

事業名  生駒市教育センター（学習センター）設置事業  

事業内容  
生駒市の教育の振興を図るために次の事業を行う教育センターを

設置する。（大学等との連携推進）  

１  教育関係職員の研修に関すること。  

２  教育に関する調査及び研究に関すること。  

３  教育に関する資料の収集及び提供に関すること。  

４  学校では取り組みにくい学習機会の提供に関すること。  

５  教育相談に関すること。  

 

地教行法（教育機関の設置）  

第三十条    地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校

、図書館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条

例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関係職員

の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育

機関を設置することができる。  

※現在、県内には県立教育研究所、奈良市教育センター、天理市

総合教育センターが設置されている。  

 

基本方針番号  ２  方針枝番号  ②③   

事業名  生駒こどもチャレンジカップ事業  

事業内容  
生駒市教育委員会の指定する、ロボコン、学生科学賞、発明工夫

展等のコンテストにチャレンジする５人以上のグループに、研究

奨励金を支給する。生駒市内の学校在籍者のグループを対象に、

チャレンジプランの審査で支給額等を決定する。  

 

基本方針番号  ２  方針枝番号  ①②   

事業名  ミュージアムで学ぼう！博物館類似施設活用推進事業  

事業内容  
生駒ふるさとミュージアム、高山竹林園、高山サイエンスプラザ

等の博物館類似施設を学校教育の一環として活用を推進する。  

（市内小中学校の教員による、学習プログラムの作成）  
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基本方針番号   方針枝番号    

事業名  赤ちゃんから学ぶ「生きていること」「生きていくこと」  

事業内容  

「生きる」「学ぶ」  

赤ちゃんとそのお母さんを学校へ招き、「生命の塊」に触れる

ことで、自分の今生きていることの価値を知り、ここまで生き

てきたことへの感謝に気付き、隣で生きている仲間も同じよう

に大切にされた存在で、誰からも侵されざる命であることに気

付く。実際に赤ちゃんを抱いたり、お世話をし、母親から育児

について生の声を聴くことで自分の命と他者の命、生かされて

いることを実感する。  

 

基本方針番号   方針枝番号    

事業名  自分を活かす脳コントロール  

事業内容  

「学ぶ」「生きる」  

脳を知ることで自分を知り、より楽に生きる方法を学ぶ。「や

らなけれならないのにやる気が起こらない」「やってはいけな

いのになぜかやってしまう」欲求と行動の機序を知り、自分を

コントロールする術を身につける。  

 

基本方針番号   方針枝番号    

事業名  自分を活かす体コントロール  

事業内容  

「学ぶ」「生きる」  

体を正しく使うことで、脳に及ぼす影響・効果を知る。適正に

食べる、適切に体を動かし、適切に寝る。日常生活や、日々の

体の動かし方で今の自分が構成されていることを知り、脳に効

く姿勢や、体の使い方、睡眠の方法、食べ物の選択など、体を

知り、脳を知り、そのより良い使い方を学ぶ。  

 

基本方針番号   方針枝番号    

事業名  保護者向けの家庭教育「家庭円満なら子供は 10倍幸せ」  

事業内容  

「学ぶ」「生きる」  

夫婦や家族のあり方が、子どもに与える影響を考える。家庭に

おいて必要なのはしつけではなく、親の生き方やあり方である

ことを根底に、子どもたちのより良い毎日のために、保護者と

してできる日々を整えることの大切さを学んでいただく。  
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基本方針番号   方針枝番号    

事業名  脳のwork out  

事業内容  

「学ぶ」「生きる」「遊ぶ」  

脳を知ることで、脳を鍛えられることを知る。  

簡単な実験を通して、自分で自分をコントロールできることを

知る。  

 

基本方針番号   方針枝番号    

事業名  メンタルトレーニング  

事業内容  

「生きる」  

他者を気にして、いじめを恐れ、本当の自分を出せずに気を使

いながら学校に通う子どもたちに、まずは自分を大事にする自

己肯定感を十分に育てるために、他者中心でなく、自分中心（

まず自分ありき）のメンタルを作るトレーニング。  

 

基本方針番号   方針枝番号    

事業名  ジグソーメソッドで「みんなが先生！」  

事業内容  

「学ぶ」「遊ぶ」  

アクティブラーニングの手法を取り入れ、全員が参加型の授業

を作る。  

 

 


